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本論文 が封象 とす る南北朝時代、中國は南北 に分断 され、北朝 は非漢民族 による支

配が績 き、中國史上でも殊 に混迷 を深めた時代であった。本論文 は、そ うした時代 に

生 きた知識人(士 大夫)が 、複雑な社會 の中で、一腱何 に依擦す る存在 として 自己を

認識 し(自 己認識)、 また如何 に自らの囑す る社會 を捉 えていたのか(社 會観)と い う

ことをめ ぐり、常に南北爾朝 を比較 しなが ら、その時代性 の中で多角的に考察 を試み

たものである。

観黒占や手法 の特徴 を三つ塁 げたい。第一は、 これまで多 く南朝の影響下 に語 られて

きた北朝 を、南朝 と封等 に扱い、そこで生 きる北朝士大夫 に濁 自の思想 を探究 したこ

とである。第二は、 自己認識 と社會観 を、二つの別個 の問題 として論 じるのではな く、

必ず社會 の中に生 きる士大夫 としての自己認識 を考察 した ことである。第三は、從來

の思想史の分野で必ず しも積極的 に利用 されなかった石刻史料や韻文 にも、同時代の

様相や士大夫 の思想 を看取 し得 る文献 として 目を向けたことである。

以下、 「緒言」と 「結語」に挾 まれた三部計六章について、各章 ごとの要旨を記す。

第一部 「顔之推論」には、顔 之推(531～591頃)を 封象 とした論考二篇 を攻め る。

第一章 「顔之推 の學 問における家 と國家」。顔之推 は南朝に生まれ るも、職齪 により

北朝 に生 き、最後 は階で生涯 を閉じた。本章 ではまず、彼 の主著 『顔氏家訓』 に基づ

き、彼が この激動 の生涯の中で依擦す るもの として見出した「學 問」の内實 を探 った。

顔之推は、讃書 を通 じて備 えた學問によって書物 の記載 を吟味す る 「眼學」を標榜 し

た。そしてその學 問は、家 を治 め官吏 として國家 に奉仕することに實用 されるべきも

のだったのである。

學 問の實用封象 たる國家 と家 の位置づけだが、國家 について、彼 は一つの王朝への

奉仕 を理想 としつつ、属す る國家が三度 も滅亡す る中で、現在仕 える王朝への、 自ら

の備 える學問による奉仕 を強調 した。家 については、 「眼學」に基づ く學 問に立脚 して

生 きる士大夫 としての生の在 り方 を、子息 に教育す る場 として位置づ けた。同時代の

士大夫たちが、 自らの家格 の向上ばか りに汲 々 とした中で、 この位置づけは顔之推 に

濁特 なものである。

如上の學問観 と家、國家 の位置づけは、士大夫 を讃書 と學問に從事す る存在 と認識

し、顔家 が學 問に立脚 して國家 に奉仕す る士大夫 の家柄 と自任 した、顔之推 の士大夫

としての意識 による。彼はその士大夫像 と意識 を子孫 に明示 し、彼 らが顔家の學 問を

縫承 し、それ に立脚 した士大夫 として家 を治 め國家 に奉仕す ることを、『顔氏家訓』を
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通 して求 めたのだ。 これ こそ 『顔 氏家訓』の家訓 たる所以 である。

『顔氏家訓』は、學 問を根擦 とした個人 と、家 と國家の三者 を包含 した形での士大

夫の生 き方 を提示 し、家 と國家 は學 問に立脚 して生 きる士大夫 の意識 を媒介に連績 し

た。 こうした認識 は、當時 に在 って非常に特異であ り、また後の科墨制度が打ち出し、

宋代に至ってより強 く描出された、學問に立脚す る士大夫像 と重なる黒占で、『顔氏家訓』

はただ顔家の家訓 としてのみな らず、後世まで 「家訓 の祖」 として讃み縫がれ ること

となったのである。

第二章 「顔之推 にお ける 『顔氏家訓』と 『冤魂志』」。本章 ではまず、 『顔氏家訓』と

拉ぶ顔之推の主著 『冤魂志』 について、史實 に基づいた読話 を廣 く牧集 したものであ

り、純然 たる顔 之推の創作でないため、その内容 の傾 向にこそ彼の 『冤魂志』編纂の

意圖があるとの見通 しか ら、その内容 を検討 した。 『冤魂志』の59篇 の読話は全て、

「怨恨 を抱 き悲 滲な死 を遂 げた人物 が、その怨恨 を晴 らすべ く、怨恨の封象 に現世で

報復す る」形式である。 これは、顔之推が人 間同士の信頼 關係 を重視 し、またそれ を

裏切れば 「死」 とい う恐怖が現在 でも起 こり得 ることを主張す るためであった。

さて 『史記』魏其侯列傳が載せ る、 田蛎 と實嬰 ・灌夫の二人 の問の孚事 をめ ぐり、

『顔氏家訓』省事篇 では、灌夫 による實嬰の援助 を君子 の所爲 に非ず と批難 しながら、

『冤魂志』では、實嬰 と灌夫の爾人 が庭刑 されて後、田蛎 に報復 して彼 を死に至 らし

めた話 を載録 し、それ を容認す るとい う、爾著作 の差異がある。

では 『顔氏家訓』省事篇で友人の援助が否定 されてい るか と言 えばそ うではな く、

彼は度 を超 えた援助 を否定 し、 「仁」と 「義」の間で うま く調整す るように言い、その

調整 を果 たす存在 が 「禮」であった。 この 「禮」 は、顔之推 にとって、士大夫が 自ら

の備 える學問によってあらゆる場面で適切 に判断 しなが ら、實際の生活 に適用 させて

い くものであ り、士大夫の士大夫たる所以でもあったのである。

顔之推 によれば 「禮」はまた、人情 よ り生 じながら、人情の勝手 な獲露 を抑 える役

割 を捲 うとされ、ために公義が私恩 に優先 され る(『顔氏家訓』風操篇)。 つ ま り彼 は、

常に人間同士 の信頼關係 を重視す る 「私」の世界(「 仁」)と 、 より廣 く社會 との關係

を考慮す る 「公」 の世界(「 義」)と の間で揺れ動いていた。 そして 『冤魂志』では一

人間 として 「私」(「仁」)の 世界 を徹底的に展 開しつつ、 『顔氏家訓』では一士大夫 と

して 「公」(「義」)の世界 を重視 し、 「仁」と 「義」、つ ま りは 「私」と 「公」の世界 を、

人情 に基づ きつつ、士大夫 としての行動規範 たる 「禮」 によって、 うま く調整するよ

うに言った。 ここに 『冤魂志』 と 『顔 氏家訓』の書 き分けが存 したのである。

第二部 「北朝士大夫 と國家 仕官 と隠逸 をめ ぐって 」では、 これ まで南朝士大夫

に比 して輕視 され てきた北朝士大夫 を封象 とし、彼 らの社會観 をめ ぐって、特 に仕官

と隠逸の間の動向を中心 に考察 した論考 を牧 める。

第三章 「『劉子』における劉書 の思想」。本章では、北齊 ・劉書 による 『劉子』を扱っ

た。『劉子』は、 あらゆる物事の償値 には絶封性がな く、その状況次第で決定す ると読
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くと同時に、状況 に關係な く修養 し得 る 「性」 に着 目し、それを優れたものにしてい

れば、いつか状況次第 でそれ を存分に獲揮できると読 く。そしてこれ を士大夫の仕官

に適用 し、いつか 「勢」が通 じたときの仕官 に備 えて 自己修養す るよう主張 して、仕

官 と修養 を儒家 と道家 に封鷹 させ る。 こうして仕官=儒 家 と修養=道 家 の爾償値 が劉

書の中では拉存す るが、それでもなお彼 は、最終 的には儒家、すなわち仕官 を追求す

る立場 を貫いたのである。だが注意すべきは、彼 が決 して出仕すべき理想的な時世 を

想定 はしてお らず、あ くまで仕官す ることを前提 に、仕官 したその先 に、その時世 に

合致 した施策 を模索 したのである。

以上、 これまで内容の考察が十分ではなかった『劉子』55篇 の全膿を通 して存す る、

北朝 の一士大夫 ・劉書 による強い仕官への拘 りが見出 され、かつ北朝士大夫 による、

國家への奉仕 を望む意識の一端 が明 らかにされた。

第四章 「北朝 と隠逸」。『南史』と 『北史』の隠逸傳は、前者の46人 に封 し後者 はわ

ずか7人 を列するのみで、個別の王朝 の正史でも、北朝 は『魏書』逸士傳 に4人 が列せ

られ るのみである。また顔之推 は、北方 の嚴粛で切迫 した政治 ・教化 によ り、北朝で

は隠棲す る者 はいなかった と言 う。本章 は、如上 の事實や顔之推の獲言 を出獲黒占に、

北魏か ら東魏 ・北齊および西魏 ・北周 に至 るまで、 これまで南朝 に比 してあま り顧み

られ なかった北朝 の隠逸の實態 を全般的に明 らかにし、またそれ に至った原 因を考察

したものである。

北朝の正史には、北朝の法制 とその適用の嚴 しさ、歴代皇帝の粗暴な様が多 く見 え、

顔之推の言葉 と呼鷹す る。また 「致仕」や 「服喪」 を強 く否定 して仕官 させ る中央集

灌への志 向も うかがえ、それが出仕 を拒む章隻 に贈った北周 ・明帝 の招隠詩にも表出

され る。そこでは隠逸 を詠 じた最後 に、隠者 として名高い 「商山四皓」 が一度世 に出

て來 た事實 を踏まえて、章隻 に出仕 を望む。 これ は南朝の招隠詩で作者 自身が隠逸へ

傾斜する結び とは大き く異なる。また北朝の不安定な俸緑支給では、南朝で盛んな「朝

隠」 も困難であった。

また 『魏書』逸士傳序では、貧欲 の風 の抑制 を理 由に隠者 を許容 しながらも、同時

に名教 による管理 とい う風教のため、隠逸の督責 を必要視 し、 さらには隠逸 を政治 に

關わることに比 して低 く評債す る。ここに表 明され る隠逸観は、隠者のための傳 の序

に見えるもの として異例で、北朝の強い仕官 の要求 を示す。

か くも北朝 では朝廷 の仕官の要求が強かったが、例 えば家への孝 と國家への忠 が封

置 され る際、南朝 では総 じて孝 が優先 されたのに封 し、北朝では忠 が優先 された。そ

もそも皇帝 自身が、私事 よ り公事 を積極的に優先 した例 が見える(北魏 ・孝文帝)。 ま

た士大夫層 には、 「忠孝拉び立たず」とい う意識が定着 して忠が優先 され、結果 として

仕官への強い欲求が見出され、 これも北朝で隠逸 の選択肢 があま りとられなかった要

因であった。

ただ北朝で隠逸 が全 くなかったわけではない。北朝 で山水が多 く一時的 に政治混齪
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を避 ける場であった中、官 を去 った祖鴻勲は、南朝のよ うに山水 と隠逸 を結 びつけて

読 く。また北朝の知識人層 の間には、官 を去 って 自らの是 とす る ところに從 う生き方

を是認す る風潮が確かに存 した。す る と明帝 の詩 は、章隻のみな らず、彼の生 き方 を

支持す る知識人層 の取 り込み をも企圖 したものであると言 える。

以上、北朝 では隠逸への志向が存在 は していた。だが南朝 に比すれ ば墜倒的 に少な

く、そこには朝廷 からの強い仕官の要求 と、士大夫 による國家への忠の意識 があった

のだ。

第五章 「新王朝への意識 一北齊滅亡期の士大夫 たち一」。北齊が北周 に滅 ぼされた際、

北齊 の盧思道や顔之推 らは、集 團で北周 の都 ・長安 に赴 き、蝉 を題材 にした作品を物

した。爾者の作品を比較す るに、新王朝 たる北周 にど う鷹封するかをめ ぐり、大 きな

相違がある。つま り、盧思道は断固 として北周への仕官 を拒否 して隠逸 を示唆 し、一

方の顔之推は、過去の國家 の大事 に献策 した人物 に自らを擬 えて、國家 のための臣下

たらんとしたのである。

さて盧思道 ・顔之推の集 團は18人 を敷 え、彼 らの中には北周への反齪軍に参加 した

り、北周 で不遇だった りした者 もいたが、や は り北周 にもある程度 は名 の知れた文人

集團であったため、基本的には北周 に何 ら抵抗な く受容 され、仕官 した。またそれ以

外の北齊士大夫 についても、 もちろん北周 に仕 えることを潔 しとせず、北齊に忠義 を

盤 くさん とした人物 もいたが、基本的 には北周 に仕官 したのである。そ こにはそ うせ

ざるを得ない とい う現實や、あるいは北周の武帝が、名の知れた18人 を集團で召集 し

た り、北齊 に忠義 を壼 くさんとした人物 であるが故 に取 り込み、その忠義 を北周 に壼

くさせた りしたような、柔軟な北周 の受容策が影響 していたのであった。

こうして見る と、北齊の滅亡に際し、新王朝 ・北周 に封す る北齊士大夫の意識や態

度には、北周への仕官を拒んで、忠義 を北齊に盤 くしたり隠逸 を望んだ りする傾向と、

やは り現實 として北周に仕官 し、あるいはそこで國家のために働 こうとす る傾向があっ

た。盧思道 と顔 之推の蝉 を詠 じた作 品には、ただ二人 の個性 とは片付 けられない、當

時の北齊士大夫が北周 に臨んだ意識 と態度のパ ター ンが、爾極端な形で如実に表 出さ

れてい ると言 える。

第三部 「隠逸観の攣移 一隠逸 と節義一」は、第二部 で見た南北朝期の隠逸観が、後

の唐代 ・宋代 に至って どう攣移 したのかを、隠逸 と節義 とい う観黒占から考察 した論考

を牧 める。

第六章 「「薄天之下、莫非王土」放 隠逸 と節義 」。 『詩』小雅 ・北 山 「薄天之下、

莫非王土。率土之賓、莫非王臣」の句 は、 「この世界 は土地も人臣も、全 て王の支配下

にある」 とい う意味である。 この句 は諸書 に引かれ、多様 な議論の論接 として利用 さ

れた。その例 を基 げれ ば、絶封的な君臨者たる天子の尊嚴 を示 した り、中華 が夷秋 を

支配す る場合、その雨者の間 に匪分がない とした りである。

君主 による全ての土地 と人臣の支配 を根擦づ ける 「北山」の句の影響 は、その支配
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の枠か らはみ出ん とす る隠者 にも及ぶ。漢代 から三國そして南朝の齊 ・梁 にかけて、

前半二句 を根擦 に、隠者が食す るもの とて所詮 は王朝 の食物だ と、隠者、 と りわけ二

君に仕 えず とい う節義 を守 った ことで著名な伯夷 ・叔齊 を批判す る論理 が存在 したの

だ。 これ は、も う食物 も口にできぬ と迫 り、隠者 を死 しかない状態 に追い込む黒占で、

後半二句 で全 ての人が王臣だと迫 るよ り、かな り効果的である。

だが六朝以降、前述 の論理は姿 を消す。それ は一つには、三國 ・六朝 とい う王朝が

興亡を繰 り返す動齪期 には、二君 に仕 えず とい う態度 を とるのは難 しかったが、宋代

に入 って 「節義」 が重視 され、その二君 に仕 えず とい う態度が稻揚 され たことによろ

う。またも う一つ、程伊川 「餓死事極小、失節事極大」 とい う語が、元來は寡婦 の再

嫁 を戒める語 であったが、宋代 から清朝 まで綿々 と、悪世 に出仕 した り二君に仕 えた

りす ることを戒める語 として用い られてお り、 「死」しかない状況が、む しろ節義 を失

うことに比すれば輕視 され たことにもよろ う。 このよ うな 「節義」 の重視が、六朝期

まで と宋代以降 において、隠逸観 を攣移せ しめた と言 えるのではないか。

最後の 「結語」では、本論文の内容 を、今後の課題や見通 しも示 しつつ、 まとめた。

ここでは本論文が明らか にした黒占について記す。

冒頭 にも書いたよ うに、南北朝時代は中國が南北 に分断 され、王朝が興亡を繰 り返

した。そ こで從來 の研究では、先行す る魏吾時代 も含 め、安定 しない王朝か ら離れた

ところで門閥貴族制社會が成立 し、士大夫はそれ を接 り所 に生 を螢 んだ とされ、一方

の王朝 に封す る奉仕の意志 は見 られない とされてきた。

だが南北朝期 に入 ると、すでに門閥制度 に依接す るだけでは立 ち行かな くな り、例

えば顔之推のよ うに、家柄ではな く學問に立脚 し、社會 との關係 を常 に意識す る士大

夫像が描出 された。加 えて、そ うした士大夫 としての在 り方 を教育す る場 としての「家」

が見出され、個人 と家、國家 を一膿 として捉 える認識 が存在 したのである。 これは後

の唐宋の士大夫像や認識 によ り接近 し、南北朝時代は、軍 に門閥貴族制社會 として魏

吾の延長線上 に置 くのではな く、次代 を開 く時代 としても位置づ けられ るであろ う。

また北朝の士大夫 を中心に、仕官 して國家に奉仕す る意圖が確認 され た。だがそこ

には必ず、仕官 と封になる隠逸や現王朝への違和感が存 し、その間で揺れ動 き、國家

の攣移 に鈍感 ではい られ ない士大夫の精神の在 り様が、明 らかになった。 これまで「無

節操」 と評慣 され がちであった彼 らの國家観 は、修正 が必要 となるであろ う。また隠

逸観 をめ ぐる 「節義」 を軸 とした検討 によ り、 ここでも次代、具膿的 には宋代 との相

違が見出 され た。

それまで社會 を支えていた貴族制 が動揺 し、王朝が幾度も興亡 を繰 り返す中で、士

大夫 たちはそれぞれ多様な贋値観 と態度 を以 て社會の攣化 に鷹封 した。本論文は、そ

の多檬性 の内實 に多角的 に迫ったものなのである。
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(論文審査の結果 の要旨)

これまでの魏吝南北朝史研究 は、南朝 の研究が盛んであ り、北朝 はい ささか看過 さ

れてきたきらいがあるが、思想史の分野では、時に南朝 との封比で語 られ ることはあっ

ても、忘れ られた存在 であることが特 に顯著 であった と言 える。本研究 は、その よう

な状況の下で、北朝に光 を當て、具膿的な著作あるいは人物 に焦黒占を當てて丁寧 に議

論 を重ね、北朝の士大夫の精神世界 を、家や國家 との關わ りを中心に明 らかにしよう

とす る意欲作 である。

本研究についてまず特記すべ き重要な黒占は二つある。ひ とつは、昨今はや りの電子検

索による、語句の抽出などか ら考察す るとい う手法 を取 らず、封象 とす る著作 を通讃

す ることは言 うまでもな く、まずは正史を通讃 してか ら話 を進 めるとい う、基本的な

手法 に從 った ことである。 これ は、も う一つの黒占とも關わる。即 ち、思想史の研究で

はあるものの、歴史文献、ならび に文學作品 といった、文史哲 の廣い分野 にわたる讃

書 と分析 の結果であるとい う、いわゆる中國學の王道 を守 った研究 であるとい うこと

である。 これ は、極度 に細分化 しつつある學界の動向の中で、今では貴重な研究 と言

えるものである。以下、三部六章か らなる内容 について、簡軍 に記述 してお く。

第一部 「顔之推論」 には、顔之推 を封象 とした論考二篇 を牧 める。第一章 「顔之推

の學 問にお ける家 と國家」では、顔之推 の、學問によって 自己を完成 させ、國家の運

螢に参書す ることを 目指す士大夫像 を提示す る。 これ は菖來 とは異なる新 しい士大夫

像であ り、 さらにその完成 の爲 に家庭 にお ける教育 を重視 した ことを指摘する。 これ

は、後代 にあってはめず らしくないあ り方であるが、それが顔之推 の時代 には新 しい

ことだと獲見、指摘 した著者の功績 は大 きい。第二章 「顔之推 における 『顔氏家訓』

と 『冤魂志』」では、顔之推の二つの著作、 『顔氏家訓』 と 『冤魂志』の性格 の違 いを

論 じる。そこでは、人聞同士の信頼關係 を重視す る 「私」の世界(仁)と 、よ り廣 く

社會 との關係 を考慮す る 「公」 の世界(義)と の聞で揺れ動いている顔之推 の姿を分

析 し、 『冤魂志』では一人 聞 として 「私」の世界 を徹底 的に展開 しつつ、 『顔氏家訓』

では一士大夫 として 「公」 の世界 を重視す る、 とい う顔之推の 「書き分 け」があるこ

とを指摘す る。 これは、 しばしば志怪小説史の中でと りあげ られ ることはあっても、

顔之推の著書 としてその編纂意圖が論 じられることがほ とん どなかった 『冤魂志』 に

封す る斬新な視黙 であ り、顔之推研究 に新たな地平 を見いだす ものである。

第二部 「北朝士大夫 と國家 仕官 と隠逸 をめ ぐって 」では北朝士大夫の言動 を、

仕官 と隠逸 とい う観黒占か ら考察す る。第三章 「『劉子』における劉書 の思想」では、劉

書が仕官 と修養 を儒家 と道家 に封慮 させ、仕官=儒 家 と、修養=道 家 とい う爾償値 を

拉存 させつつも、それでもなお、最終的には仕官 を追求す る立場 を貫いたことを示 し、

北朝士大夫 による國家への奉仕 を望む意識の一端 を明 らかにする。從來の研究では看

過 されてきた、劉書に封す る新 しい見方 を示す ものとして重要な指摘である。第 四章

「北朝 と隠逸」では、北朝 の隠逸の實態 とそれ をもた らした原 因を考察す る。そ こで
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は、北朝が さまざまな意味で隠逸 をす るのが困難な状況であったことが明 らかにされ、

また、北朝では仕官の要求が強いなか、家への孝 と國家への忠 が封置 され る際、南朝

では総 じて孝 が優先 されたのに封 し、北朝では忠 が優先 された ことを北朝で隠逸 とい

う選澤がなされなかった理 由として提示す る。 これは、從來ほ とん ど省 みられなかっ

た北朝隠逸の實態 を明 らかにした、本論文の中でも特 に重要な指摘 のひ とつである。

第五章 「新王朝への意識 一北齊滅亡期 の士大夫 たち一」では、盧思道 と顔之推 とい う

二人が、他の北齊 出身者 とともに詠 った蝉の詩 を分析す ることによ り、二人の仕官 と

隠逸 に封す る見方 の相違 を明らかにす る。北齊滅亡時の新王朝北周 に封す る北齊士大

夫の意識や態度 には、仕官 を拒む、あるいは隠逸 を望 む傾 向 と、北周 に仕官 し、國家

のために働 こ うとす る傾向の二つがあ り、盧思道 と顔之推 の作 品には、ただ二人 の個

性 とは片付 けられ ない、當時の北齊士大夫が北周 に臨んだ意識 と態度のパ ター ンが表

出されてい ることを明 らかにす る。そしてこの章 によっても第一章の顔之推 の士大夫

観の新 しさが確 認 され るのである。このよ うに本章は、文學史學哲學 を横断 して考察

した意欲的なもの と言 える。

第三部 「隠逸観の攣移 隠逸 と節義 」は、第二部で見た南北朝期の隠逸観が、後

代 どう攣移 したのかを考察してい る。第六章 「「薄天之下、莫非王土」放 一隠逸 と節義 」

では、君主 による全ての土地 と人臣の支配 を根接づ ける、表題 の 「北 山」の句の解繹

をめ ぐって、後世 の隠逸観が探 られる。 この句 は、六朝時代 には、君主による支配か

ら逃れ ようとす る隠者 にも影響 し、二君 に仕 えず とい う節義 を守ったことで著名 な伯

夷 ・叔齊 を批判す る論理が存在 したが、六朝以降、その論理が姿 を消す こと、そ して

その理 由が、宋代以降の 「節義」の重視 によるものであることを明 らかにする。六朝

時代 にとどま らず、後代へ の見通 しをも明 らかにしてお り、著者の幅広い 目配 りを示

す好篇である。

「結語」には、本論文の内容 がま とめられ、 「それ まで社會 を支 えていた貴族制が動

揺 し、王朝が幾度 も興亡 を繰 り返す 中で、士大夫 たちはそれぞれ多檬な債値観 と態度

を以て社會の攣化 に鷹封 した。」 としている。

なお、先 にも少 し燭れたが、各庭 で考察 された議論や、各章で得 られ た結論は、後

代か ら考 えると、必ず しも特異 ではない、 ごく通常の事柄 と思 えることがある。 しか

しこれは、六朝時代に既 にそ うであった と示 した こと自腱 が大 きな獲見であ り、それ

を南朝の分析 ではな く、 これまで看過 されてきた北朝 の状況の分析 によって抽出 し得

たのは、著者 の大 きな功績である。た とえば著者 が指摘す るこの時代 にお ける『禮記』

大學篇の思想の重視 は、中国思想史研究の上で大 きな展開を予想 させ るものであろ う。

ただ氣 になるのは、著者 は 「仕官 と隠逸」 「公 と私」といった封立概念 でもって事象

を厘分 して論 を進 めるが、そもそもそのよ うに軍純 に圖式化、分類 してあてはめるこ

と自膿が妥當 であるかについて、 さらに議論す る必要が感 じられた。また、正史の記

述 を素直 に受 け止 めす ぎなのではとい う疑念、即 ち、正史が記述 しているのは、當時
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としてはめず らしいか らこそ書いてい るとい う側面 も視野に入れた上で、総合的に考

察す る必要 も感 じられ た。 しかしそれ らは今後の著者 の研究の進捗 によって、 さらに

精緻 な議論のも とに明 らかにされてい くべ きものであ り、本論文の贋値 を損 な うもの

ではない。

以上審査 した ところによ り、本論文は博士(文 學)の 學位論文 として債値 あるもの

と認め られる。なお、2013年2月22日 、調査委員三名が論文内容 とそれ に關連す る事

柄について口頭試 問を行った結果、合格 と認 めた。
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